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平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

総括研究報告書 

 

医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

 

研究代表者 平林 直次  国立精神・神経医療研究センター病院 

 

研究要旨： 

本研究の主たる目的は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関す

る法律（医療観察法）の制度対象者に関する転帰・予後・治療介入等の実態を継続的に明らかにす

ること、国際比較やいわゆる複雑事例のプロファイリングとセグメント化を行い、それらを基にし

た実効性の高い治療や介入方法等を示すことである。 

退院後の対象者について、転帰・長期予後に関する全国調査等を行った。我が国の医療観察制度

は約 13 年間運用され、再他害行為率の低さや各種の指標から概ね順調に運用されていると考えられ

た。一方、長期入院例や行動制限実施例などの複雑事例が課題となっており、全指定入院医療機関

を対象として、複雑事例に関する統計学的検討及び個別調査を実施した。また、複雑事例の退院や

社会復帰を促進するために、施設間でのコンサルテーションを実施し個別性の高い心理社会的介入

を実施した。介入前後の効果測定を開始した。 

医療観察法重度精神疾患標準的治療法確立事業により蓄積されることとなった、いわゆる“入院

データベース”を臨床及び研究で活用するための準備を進めた。また、医療観察制度の運用や見直

しにとって必要不可欠な通院処遇の基礎的データを収集するために、通院医療に携わる各種医療関

係の団体や協会と密接に協議し通院医療の実態把握のためのシステム概略案及び収集項目案を作成

した。 

最終年度には、国際比較の上、今後の医療観察制度改善の基礎資料の作成、適切な処遇審判を実

現するための鑑定マニュアルの作成、通院データベースシステムの提言を行う予定である。 

 

分担研究者氏名 （順不同、敬称略） 

松田太郎 国立精神・神経医療研究セ

ンター病院 

壁屋康洋  国立病院機構 榊原病院 

村杉謙次 国立病院機構 小諸高原病 

     院 

大鶴 卓 国立病院機構 琉球病院 

岡田幸之 東京医科歯科大学大学院医 

     歯学総合研究科精神行動医 

     科分野 

五十嵐禎人 千葉大学社会精神保健教 

育センター 

今村扶美 国立精神・神経医療研究セ

ンター病院 
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Ａ．研究目的 

医療観察制度が始まり、指定入院医療機

関や指定通院医療機関が整備され約 13 年

間運用され、医療観察制度は我が国の司法

精神医療制度として定着しつつある。この

間、各種の研究班により医療観察法医療の

実態調査が続けられてきたが、研究班の存

続に依拠せず、定期的かつ安定的に実態把

握するために、平成 27 年度から医療観察法

重度精神疾患標準的治療法確立事業（いわ

ゆる入院データベース事業）が始まった。

本事業では全国の指定入院医療機関のネッ

トワークを通じて収集されたデータを分析

し、基礎的医療指標を用いて入院医療の実

態を全国規模で示すとともに、指定入院医

療機関ごとにも示し、医療の標準化や均て

ん化に資することが期待されている。 

しかし、基礎的医療指標に限られ、入院

の長期化や、長期あるいは頻回行動制限を

必要とする、いわゆる“複雑事例”に加え、

通院医療移行後、再入院、再処遇、退院と

同時に処遇終了する事例など、現状の課題

に焦点を当てたデータ分析や解決策の検討

は未だ不十分なのが現状である。一方、通

院医療においては、入院医療のようなデー

タベース事業は行われておらず、相変わら

ず研究班による実態調査に依拠しているの

が現状である。 

本研究の主たる目的は、医療観察法の制

度対象者に関する転帰・予後・治療介入等

の実態を継続的に明らかにすること、国際

比較やいわゆる複雑事例のプロファイリン

グとセグメント化を行い、それらを基にし

た実効性の高い治療や介入方法等を示すこ

と、通院処遇の実態を継続的かつ安定的に

モニタリングするための体制の概要を示す

ことである。 

 

Ｂ．研究方法 

本研究班では研究目的を達成するために

分担研究班 a～h を編成した。なお、統計学

的調査に当たっては、疫学・統計学調査の

専門家と綿密に連携することとした。 

a 指定入院医療機関データベースシステム

を活用した研究（研究代表者、平林直次、

執筆担当、河野稔明、小池純子） 

b 指定入院医療機関退院後の予後に関連す

る要因に関する研究（松田班） 

c 複雑事例のプロファイリングとセグメン

ト化に関する研究（壁屋班） 

d 多様で複雑な事例の個別調査及び治療・

処遇に関する研究（村杉班） 

e 通院医療の実態を把握するための体制構

築に関する研究（大鶴班） 

f 医療観察法鑑定書作成および処遇判断に

関する研究（岡田班） 

g 司法精神医療の国際比較に関する研究

（五十嵐班） 

h 従来対応が難しいとされた複雑事例に対

する心理社会的介入方法に関する研究

（今村班） 

 

倫理的配慮 

本研究においては、個人情報を収集する

研究が含まれており、下記の原則に従うこ

ととした。なお、詳細については、人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針に従

って研究を進めた。 

1. 必要に応じて、研究の実施に先立って分

担研究者の所属する施設に設置された

倫理委員会の承認を得る。 

2. 個人情報の管理については、研究関係者

以外の者がアクセスできない場所に保

管する。 

3. 研究結果の公表に当たっては、統計学的

データのみを報告することを原則とす
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る。 

4. 症例報告が必要不可欠な場合には、個人

の特定を不可能にする匿名化を実施す

る。 

5. 介入研究を実施する場合、研究対象に文

書で説明し同意を得る。 

 

Ｃ．研究結果 

研究代表者は、平成 30 年度には 2 回の班

会議を開催して各分担研究班の役割を明確

化した上で、連携体制を構築した。また、

研究の実施に先立って、6 つの分担研究班

において倫理委員会の承認を得た。 

以下、研究分担班ごとに主な研究結果を

示す。 

a 指定入院医療機関データベースシステム

を活用した研究 

医療観察法重度精神疾患標準的治療法確

立事業の運用が始まり、平成 29 年 12 月か

ら各指定入院医療機関より個人情報を削除

し匿名化した情報が国立精神・神経医療研

究センター病院（幹事病院）に設置された

“入院データベース”に蓄積されることと

なった。事業の目的である指定入院医療機

関の医療の標準化と均てん化を促進するた

めに、毎月、各指定入院医療機関別に医療

のパフォーマンス指標が計算されフィード

バックが開始された。現時点では、パフォ

ーマンス指標は入院期間、向精神薬の処方

量、行動制限の実施状況等に限られている。 

本分担研究班では、指定入院医療機関の

インタビュー調査を通して臨床のニーズに

応える項目の分析にも対応していく必要が

あることを明らかにした。 

また、入院データベースに蓄積されたデ

ータを集計し、毎年白書形式で報告するた

めの医療観察統計資料（入院）（仮）の基本

構造を検討した。対象集団を入院対象者全

体、在院中、退院済の 3 通りとし、集計期

間を累積、単年、経年の 3 通りとして、在

院中×累積を除く、基本構造を提案した。 

さらに入院データベースの研究利用を目

的とした二次利用の申請および審査に関す

る考え方を定め、審査を行う研究推進委員

会の規程および業務手順書、二次利用の申

請者向けのデータベース利用の手引き、な

らびに各種手続き様式の案を整えた。平成

30 年 12 月 12 日には第 1 回研究推進委員会

を開催した。 

b 指定入院医療機関退院後の予後に関連 

する要因に関する研究 

全国 29 の指定入院医療機関と協働し、法

務省保護局および保護観察所の協力を得て

予後調査を実施した。平成 17 年 7 月 15 日

から平成 30 年 7 月 15 日の間に指定入院医

療機関を退院し通院処遇に移行した対象者

のうち本調査に同意の得られた者は、累計

966 名、観察期間は 2,091.2 人年（平均値

790.2 日 中央値 905.5 日、3 - 1,826 日）

であった。 

重大な他害行為 12 名 18 件の累積発生率

を Kaplan-Meier 法 に よ り 算 出 す る と

1.9%/3 年であった。また、自殺既遂の累積

発生率は 1.6%/3 年であった。以上のことよ

り、退院後の予後は従来と同様良好に経過

していることが確認された。 

c 複雑事例のプロファイリングとセグメン

ト化に関する研究 

 先行研究との比較および統計解析など

により、入院の長期化要因の抽出を試みた。

共 通 評 価 項 目 や ICF （ International 

Classification of Functioning, 

Disability and Health）の下位項目、GAF 

(the Global Assessment of Functioning)

を比較すると、入院後 6 ヶ月の入院継続申

請の時点において、その後の入院の長期化
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に関わる要因が抽出された。一方、長期入

院群の特徴とコホートの入院長期化要因と

の間には不一致が認められ、入院データベ

ースを用いた大規模集団を対象とした解析

の必要性が明らかとなった。 

d 多様で複雑な事例の個別調査及び治療・

処遇に関する研究 

 複雑事例の条件として「治療が極めて困

難」「退院が困難」「入院期間が 6 年超」「頻

回隔離」「長期隔離」「拘束事例」「再入院事

例」「再処遇事例」の 8 つを便宜的に定め、

医療観察法入院処遇対象者の個別調査を実

施し、25 施設から 223 事例の個別調査票を

回収した。 

「長期入院群」と「行動制限群」の両群

に重複して属する事例が複雑事例の中核群

と推測された。平成 31 年度以降、それらの

事例に関するより詳細なデータを収集しつ

つ、長期入院や行動制限と関連する要因の

解析と、行動障害や生活障害に焦点化した

ケースフォーミュレーションを行い、複雑

事例の定義の明確化や介入方法を検討して

いく方針となった。 

e 通院医療の実態を把握するための体制構

築に関する研究 

通院医療に携わる各種関係の団体や協会

と協議し、通院医療の実態把握のための実

効性の高いシステム概略案、収集項目案を

作成した。その運用にはシステム面、個人

情報保護法、通し番号管理、システム運用

時の管理（倫理面も含む）の 4 点が重要で

あることが明らかとなった。 

平成 31 年度には、実効性の高いシステム

概略案や収集項目案に沿って、アンケート

用紙を用いた通院処遇対象者の予後調査を

実施し、通院データベースシステム構築の

課題抽出を行うこととなった。  

f 医療観察法鑑定書作成および処遇判断に

関する研究 

各種判例データベースを利用して、医療

観察法の審判が難しかったと思われるケー

スを抽出し、審判の判断の要点を特定する

作業を行った。  

その結果、(1)診断名に不一致があるよう

なケースであってもそこに争点を置かずに

具体的な症状や治療方針に判断の要点とし

ているケースがある、(2)診断変更があった

ケースなどでは対象行為にあらためて立ち

戻ってそれが対象行為とどのような関係に

あるのかということの整理を求めることが

ある、(3)病識やアドヒアランスは重要な判

断材料となっている、(4)将来の症状悪化よ

りもそうした悪化などをもたらしうる現在

の具体的な要因を明示しようとすることが

ある、(5)受け入れ先とみられる家族との関

係性、たとえば彼らが被害者となったケー

スかどうかということなども要点となって

いる、(6)不処遇や処遇終了というかたちで

医療観察法を外れる判断をする場合にどの

ような状況でどのような治療体制や支援が

行われることになるのかといった情報は重

視される、といったことが明らかになった。 

g 司法精神医療の国際比較に関する研究 

英国の司法精神医療の最近の動向につい

て、文献調査を行った。司法精神医療の入

院患者を減少させるためには、地域資源の

整備と地域住民への啓発活動が重要である

ことが示唆された。また、将来的には、司

法精神医療でもコストの問題に目を向ける

必要があることが示唆された。 

h 従来対応が難しいとされた複雑事例に対

する心理社会的介入方法に関する研究 

コンサルテーションの際に用いるケース

フォーミュレーションシートなど、いくつ

かの用紙や尺度の整備を行うとともに、9

施設が派遣施設、9 施設が受入施設となり、
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計 9 事例（男性 8 名、女性 1 名）に対して

コンサルテーションを実施した。 

コンサルテーションの対象となった困

難・複雑事例は、統合失調症に加えて、知

的・発達の問題を抱えた対象者が多い傾向

が認められた。 

今後は、事例数を増やすとともに、アン

ケートや評価尺度の結果も含めて効果検証

を行う予定である。 

 

Ｄ．考察 

1) 入院データベースの活用 

 入院医療に関しては、医療観察法重度精

神疾患標準的治療法確立事業により、匿名

化されたデータを安定的かつ継続的に収集

する体制が整備されつつある。平成 29 年

12 月には運用が開始され、厚生労働省から

各指定入院医療機関に対して、当該施設の

パフォーマンス指標が毎月フィードバック

されることとなった。パフォーマンス指標

には、入院期間、向精神薬の投与量、クロ

ザピン処方率、修正型電気けいれん療法の

実施件数、行動制限の実施状況などが含ま

れている。各指定入院医療機関は事業参加

施設の平均値と比較することにより、自施

設の特徴や課題を知り、医療の向上につな

げることが可能となった。しかし、パフォ

ーマンス指標の選定に関しては検討の余地

が残されている。そのひとつの例として入

院期間を挙げることができる。入院処遇ガ

イドラインでは入院期間は 18 ヶ月とされ

ており、病床数 5 床程度の小規模病棟の年

間入院数は 2-3 人以下と予測される。した

がって、当該年度の入退院数により入院期

間は大きく変動し、医療機関のパフォーマ

ンスを経年的に評価するには適していない。 

入院データベースを用いて、収集された

データの集計、合計、平均値、中央値など

の単純な指標だけではなく、指定入院医療

機関の規模や観察期間などを考慮した記述

統計学的指標の開発が必要である。 

平成 30 年度には、指定入院医療機関の臨

床ニーズの聴き取り調査を実施した。臨床

ニーズに応えながら、臨床的側面、運営的

側面、倫理的側面などから各指定入院医療

機関のパフォーマンスを的確に描き出す指

標の開発が望まれる。 

 上記以外にも入院データベースの活用方

法の検討に着手した。そのひとつは、医療

観察法入院医療の実態を白書形式で年度ご

とに報告するための「仮称・医療観察統計

資料」である。医療観察制度について基礎

的資料を広く、安定的かつ継続的に提供す

る意義は大きいと考えられる。 

もうひとつは、研究への 2 次利用である。

今後、研究推進委員会が本格的に稼働すれ

ば研究利用が活発化することが期待される。

ただし、研究利用は、医療観察法の目的で

ある対象者の社会復帰を目的とした研究に

限られるべきであろう。 

平成 31 年度には、入院データベースと退

院後の予後調査を連結し、退院後の不安定

化要因を同定する予定である。これによっ

て、入院早期より、入院長期化要因や地域

生活での不安定要因を持つ対象者に対して、

集中的に医療資源を投入し退院促進や地域

生活での安定化をはかることが可能になる

であろう。 

2) 複雑事例の調査及び治療・処遇 

本研究により、医療観察法入院処遇対象

者の退院後の予後は、重大な他害行為の累

積発生率 1.9%/3 年と推定されるなど良好

であることが示された。医療観察法の対象

者の多くは良好な経過を辿っていると思わ

れるが、医療観察法施行後 13 年が経ち、長

期入院や、頻回あるいは長期行動制限など
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を必要とする複雑事例の存在が明らかとな

ってきた。しかし、臨床家の経験や印象に

よるところが大きく定義は曖昧なままであ

る。複雑事例の特徴や課題を明確にして、

関係者の間で共通の認識を持って調査や、

治療・介入方法を検討することは不可欠で

ある。 

平成 30 年度の統計学的検討や個別調査

から、複雑事例の特徴が抽出されたが、不

十分でありさらに複雑事例を明確化する必

要がある。 

医療観察法病棟では統合失調症の約 20

～30%にクロザピンが処方されており、治療

抵抗性の統合失調症の退院促進に一定の成

果をあげている。しかし、複雑事例では既

にクロザピンが高率に投与されているにも

関わらず、「衝動性の高さ」が続いているこ

とが示唆された。また「重複障害の多さ」

が改めて確認された。複雑事例ではクロザ

ピン投与後も「衝動性の高さ」が続いてお

り、その原因としては「クロザピンの治療

効果が限定的」「認容性不良で十分量を投与

できない」など薬理学的な限界を持つクロ

ザピン抵抗性統合失調症が含まれると予測

される。一方、「重複障害の多さ」を考慮す

ると、知的障害・発達障害、パーソナリテ

ィ障害などの重複障害が複雑事例化の大き

な要因となっている可能性がある。したが

って生物学的治療に加え、行動障害や生活

障害に対する心理社会的介入の開発や強化

が必要であろう。 

複雑事例を担当する多職種チームが閉塞

感を強く感じている場合、あるいは対象者

と担当チームとの治療同盟が破綻している

場合、他施設によるコンサルテーションの

実施や高規格ユニット、もしくは既存の指

定入院医療機関への転院が有効な介入方法

になり得るかどうか検討が必要であろう。 

複雑事例では、刑事責任能力判断や、医

療観察法鑑定の 3 要件の判断に疑問が持た

れることがある。本研究班では、合理的な

審判決定に資する、医療観察法鑑定の実施

方法や鑑定書の形式の検討に着手した。こ

れによって医療観察法鑑定のさらなる質の

向上が図られ、適切な処遇判断が行われる

ことが期待される。 

3）通院医療の実態を把握する体制構築の

必要性 

 既に述べたとおり、厚生労働省の事業に

より入院処遇の実態が調査され入院データ

ベースが作られ利活用が検討されている。

しかし、通院処遇の実態把握を目的とした

事業は行われておらず、研究班の存続に依

存し安定的かつ継続的にデータ収集する体

制は整備されていない。指定通院医療機関

は病院と診療所を合わせて 631 施設（平成

31 年 1 月 1 日現在）に及び、実効性の高い

通院処遇の実態把握の体制を構築する必要

がある。そのためには収集する項目数を限

定し、簡易で汎用性の高い方法を確立しな

ければならないであろう。 

 医療観察法医療制度では通院処遇こそが

重要であるとする意見も多く、通院処遇の

実態把握体制を持たない現状をすみやかに

解消する必要がある。 

 通院処遇についても、医療観察制度の運

用や見直しにとって必要不可欠な基礎的デ

ータを収集する体制を構築することは喫緊

の課題である。 

4) 国際比較 

 医療観察法施行前後には、それまで経験

のなかった司法精神医療制度（structure, 

process）の調査が英国を対象として行われ

た。それらの調査を基にして医療観察制度

の概要が定められ、約 13 年にわたり運用さ

れた。また入院データベース事業や各種の
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調査研究が実施され、入院期間、再他害行

為率、自殺率、精神保健福祉サービスの利

用状況、社会復帰の状況など、医療観察法

制度の成果(outcome)が明らかにされつつ

ある。医療観察法の運用経験を踏まえ、医

療観察法制度の成果に関する国際比較が期

待されている。平成 30 年度は英国について

文献的調査を実施したが、引き続き国際比

較を可能にするデータの収集が必要である。 

 

Ｅ．結論 

我が国の医療観察制度は約 13 年間運用

され、再他害行為率の低さや各種の指標か

ら概ね順調に運用されていると考えられた。 

一方、指定入院医療機関では、長期入院

や、長期または頻回行動制限を必要とする

複雑事例が認められ、その特徴が一部明ら

かにされたが、さらに明確化し治療・介入

方法の開発が必要である。 

クロザピンなどの生物学的治療に加え、

行動障害や生活障害に対する心理社会的介

入の強化が必要である。 

指定入院医療機関同士の密接な連携によ

る、施設を超えたコンサルテーションの実

施や高規格ユニット、もしくは既存の指定

入院医療機関への転院の実践も検討する必

要がある。 

医療観察制度の運用や見直しにとって必

要不可欠な通院処遇の基礎的データを収集

するための体制をただちに構築する必要が

ある。 
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